
補助申請等の流れ

事前相談

ブロック塀がある場所等を教え

てください。

対象となる道か調べます。

現地調査

⾼さや⻑さ、劣化具合を調査し

ます。

⽴会いは不要です。

交付申請

申請書に併せて、図⾯等の必要

書類をご提出ください。

交付決定

書類や内容に不備がなければ、

交付決定通知を交付します。

⼯事請負契約

上記の交付決定後、⼯事を依頼

する業者と必ず契約を交わして

ください。

着⼯

除却前・⼯事中の写真を撮って

おいてください。

竣⼯・実績報告

実績報告書に併せて、契約書等

の必要書類をご提出ください。

交付確定

書類や内容に不備がなければ、

交付確定通知を交付します。

補助⾦請求

請求書をご提出ください。

補助⾦⽀払い

請求時の指定⼝座へ⼊⾦します。

補助不可

補助対象の道及びブロック塀で

ない場合や、既に契約・着⼯し

ている場合は交付できません。
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